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三
善
清
行
「
意
見
十
二
箇
条
」
に
み
る
平
安
期
『
孟
子
』
受
容
の
位
相齋

藤
　
慎
一
郎

一
、『
孟
子
』
の
位
置

中
国
宋
代
以
来
、
儒
教
の
経
典
と
し
て
四
書
の
一
に
数
え
ら
れ
る
『
孟
子
』
は
、
何
時
ご
ろ
日
本
で
知
ら
れ
、
如
何
な
る
取
り
扱
わ
れ
方
を

も
っ
て
受
容
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
お
も
に
平
安
時
代
の
資
料
を
対
象
に
し
、
古
代
日
本
で
の
『
孟
子
』
の
受
容
の
あ
り
方

と
、
同
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

元
来
『
孟
子
』
は
経
部
に
属
す
る
書
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
唐
代
以
前
に
於
い
て
経
部
の
根
幹
を
成
す
書
と
い
え
ば
五
経
を
指
し
、
そ
の
漢

唐
訓
詁
学
の
集
大
成
と
な
っ
た
『
五
経
正
義
』
に
も
、
ま
た
『
経
典
釈
文（

（
（

』
に
も
、『
孟
子
』
を
注
す
る
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
日
本
で
も

平
安
時
代
以
前
に
於
い
て
経
書
と
さ
れ
て
い
た
の
は
『
経
典
釈
文
』
が
対
象
と
す
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
書
目
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
学
令
の
規
定（

（
（

に
窺
わ
れ
る
と
お
り
に
、
明
経
道
の
博
士
家
が
当
時
『
孟
子
』
を
学
問
の
範
疇
と
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
経
書
の
構
成
は
、
平
安
末

期
の
『
台
記（

（
（

』
や
『
全
経
大
意（

（
（

』
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る（

（
（

。
つ
い
で
『
二
中
歴
』（
第
十
一 

経
史
歴
）
で
は
、「
十
三
経
」
と
し
て
、
北
宋
以
降

現
在
ま
で
知
ら
れ
る
よ
う
な
爾
雅
・
孟
子
で
な
く
、
老
・
荘
が
入
っ
た
十
三
種
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
平
安
以
前
の
あ
り
様
と
符
合
す
る
も
の
だ
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が
、
そ
の
次
行
に
は
「
今
案
老
子
荘
子
非
全
経
数
」
と
の
記
述
が
み
え
る
。
こ
の
記
載
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
の
間
に
起
こ
り
得
た
経
書
の

概
念
の
変
化
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
変
遷
は
、
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
中
国
で
起
こ
っ
た
孟
子
顕
彰
の
趨
勢
と
連
動
す
る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
は
子
部
の
書
で
あ
っ
た

『
孟
子
』
が
、
そ
こ
か
ら
引
き
あ
げ
ら
れ
て
経
書
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、
北
宋
真
宗
朝
大
中
祥
符
五
年
（
一
〇
一
二
）
の
『
孟
子
音
義
』（
孫

奭
・
奉
勅
撰
）
の
刊
行
か
ら
、
欧
陽
脩
（
一
〇
〇
七
│

一
〇
七
二
）
や
、
程
顥
（
一
〇
三
二
│

一
〇
八
五
）・
程
頤
（
一
〇
三
三
│

一
一
〇
七
）

の
二
程
子
の
学
問
を
経
て
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
│

一
二
〇
〇
）
へ
と
至
る
途
上
、
南
宋
高
宗
朝
の
紹
興
年
間
（
一
一
三
一
│

一
一
六
二
）
こ
ろ
を

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る（

（
（

。

『
孟
子
』
の
持
つ
重
要
度
は
、『
論
語
』
の
よ
う
に
古
来
よ
り
何
時
で
も
高
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
国
に
於
け
る
時
代
の
思
潮
に
影
響
を
受

け
つ
つ
変
容
す
る
と
い
う
歴
史
的
経
過
を
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、『
孟
子
』
の
日
本
へ
の
伝
来

日
本
に
も
『
孟
子
』
の
鎌
倉
時
代
以
前
の
古
写
本
と
い
う
も
の
は
残
存
し
な
い
。
古
く
は
、
萩
野
由
之
、
の
ち
佐
佐
木
信
綱
が
蔵
し
た
古
筆

切
が
平
安
末
鈔
本
の
一
部
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る（

（
（

が
、
実
は
こ
れ
は
『
群
書
治
要
』
の
断
簡
な
の
で
あ
っ
た（

（
（

。

そ
の
よ
う
な
受
容
史
上
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
於
け
る
『
孟
子
』
受
容
に
関
す
る
論
考
は
、
宋
学
に
よ
っ
て
孟
子
が

尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
影
響
を
明
瞭
に
受
け
て
、
そ
の
意
味
内
容
を
講
じ
始
め
た
南
北
朝
期
以
降
の
様
態
に
着
目
し
た
も
の
が
中
心
的
で
あ

る（
（
（

。で
は
、
升
経
以
前
の
『
孟
子
』
は
、
鎌
倉
時
代
以
前
に
、
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
日
本

に
『
孟
子
』
が
伝
来
し
た
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
藤
原
佐
世
（
八
四
七
│

八
九
七
）
撰
の
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
、
儒
家
の
部
に

「
孟
子
十
四
〈
斉
卿
孟
軻
撰
趙
岐
注
〉」「
々
々
七
〈
陸
善
経
注
〉」
の
著
録
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
初
期
の
日
本

に
は
す
で
に
『
孟
子
』
の
書
が
、
趙
岐
の
古
注
な
ど
と
と
も
に
確
実
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
徴
証
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
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ま
た
、
内
野
熊
一
郎
氏（

（（
（

は
、
漢
文
献
と
の
影
響
関
係
を
認
め
得
る
字
句
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
古
代
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
の

各
書
の
講
読
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
、『
孟
子
』
に
つ
い
て
も
『
日
本
書
紀
』『
十
七
条
憲
法
』『
勝
鬘
経
義
疏
』『
経
国
集
』『
続
日
本

紀
』『
三
教
指
帰
』
か
ら
そ
の
例
を
掲
げ
て
い
る
。

井
上
順
理
氏（

（（
（

は
『
孟
子
』
を
出
典
と
し
て
含
む
資
料
を
博
捜
し
、
そ
の
上
で
『
令
集
解
』（
巻
十
四 

賦
役
令
藁
藍
条
）
所
引
の
「
古
記
」
に

「
孟
子
、
七
月
八
月
不
雨
、
苗
則
藁
矣
」
と
あ
る
の
は
、
類
書
等
で
は
な
く
『
孟
子
』（
梁
恵
王
章
句
上
）
を
直
接
に
典
拠
と
し
た
も
の
と
積
極
的

に
判
断
し
て
、
そ
の
伝
来
時
期
の
下
限
が
、「
古
記
」
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
天
平
十
年
（
七
三
八
）
前
後
以
前
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
論
じ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
い
ず
れ
も
文
飾
の
面
か
ら
に
留
ま
る
も
の
で
、
そ
こ
に
あ
っ
た
受
容
の
実
相
を
検
討
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
安
期
以
前
に
は
子
書
で
あ
っ
た
『
孟
子
』
が
当
時
通
行
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
ま
で
の
内
容
の
理

解
を
伴
わ
れ
、
そ
の
う
ち
如
何
な
る
思
想
的
側
面
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。

三
、
三
善
清
行
「
意
見
十
二
箇
条
」

そ
の
な
か
で
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
文
章
博
士
な
ど
を
務
め
た
文
人
官
吏
の
三
善
清
行
（
八
四
七
│

九
一
八
）
が
、
延
喜
十
四
年
（
九

一
四
）
に
醍
醐
天
皇
へ
奉
呈
し
た
意
見
封
事
、「
意
見
十
二
箇
条
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
所
載
）
で
あ
る
。

意
見
封
事
と
は
、
臣
下
が
天
皇
に
対
し
て
、
時
の
政
治
に
つ
い
て
の
考
え
を
上
奏
し
た
文
章
の
こ
と
で
、
公
式
令
65
陳
意
見
条
に
「
凡
有
レ
事

陳
二
意
見
一
、
欲
二
封
進
一
者
、
即
任
封
上
。
少
納
言
受
得
奏
聞
。
不
レ
須
二
開
看
一
」
と
規
定
さ
れ
、
封
書
に
よ
っ
て
上
申
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
こ
う
い
う（

（（
（

。
こ
の
た
び
の
例
に
即
し
て
言
え
ば
、
延
喜
十
四
年
の
二
月
十
五
日
に
天
皇
か
ら
広
く
献
申
の
詔
書
が
発
せ
ら
れ
、
三
善
清
行
は

二
ヶ
月
半
後
の
四
月
二
十
八
日
付
で
、
序
文
と
十
二
箇
条
と
か
ら
成
る
、
こ
の
「
意
見
十
二
箇
条
」
を
上
表
し
て
い
る
。

延
喜
年
間
は
、
政
務
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
醍
醐
天
皇
が
親
政
を
行
う
な
か
で
、
班
田
制
が
困
難
を
き
た
し
、
延
喜
格
式
が
編
纂
さ
れ
る
な
ど
、

様
々
な
国
政
改
革
が
な
さ
れ
て
律
令
体
制
の
転
換
し
て
い
く
変
革
期
に
当
た
る
。
こ
の
意
見
封
事
の
徴
召
も
ま
た
、
こ
の
年
が
班
田
実
施
の
年
に

当
た
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
年
来
、
天
変
地
異
が
相
次
ぐ
た
め
に
「
百
王
の
澆
醨
を
改
め
て
万
民
の
塗
炭
を
拯
ふ（

（（
（

」
こ
と
を
目
的
と
す
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る
も
の
だ
と
い
う
。

三
善
清
行
は
「
意
見
十
二
箇
条
」
の
序
文
に
わ
ざ
わ
ざ
「
臣
、
去
寛
平
五
年
、
任
備
中
介
」
と
記
し
、
爾
来
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
の
帰
京

ま
で
赴
任
し
た
備
中
国
の
下
道
郡
邇
磨
郷
（
現
在
の
倉
敷
市
真
備
町
）
の
衰
退
し
た
状
況
を
仔
細
に
語
り
出
す
な
ど
、
地
方
官
と
し
て
下
向
し
た

経
験
が
、
こ
こ
に
提
出
さ
れ
た
献
策
の
下
敷
に
な
っ
て
い
る
。
地
方
政
治
の
実
情
に
密
着
し
た
態
度
は
、
こ
の
意
見
封
事
の
中
に
も
随
所
に
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
。
清
行
は
思
想
面
で
は
経
世
家
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
れ
は
民
本
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
観
点
か
ら
い
っ
て
、
孟
子
の
精
神
と
全

く
揆
を
一
に
す
る
と
も
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る（

（（
（

。

四
、「
意
見
十
二
箇
条
」
中
の
『
孟
子
』
を
出
典
と
す
る
俚
諺

そ
こ
で
、
ま
ず
は
井
上
氏（

（（
（

も
孟
子
出
典
句
と
し
て
夙
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
な
が
ら
、「
意
見
十
二
箇
条
」
に
み
ら
れ
る
建
策
の
発
想

と
、『
孟
子
』
本
文
に
通
ず
る
文
句
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

一
例
目
、
第
一
条
「
応
下
消
二
水
旱
一
求
中
豊
穣
上
事
」
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
国
以
レ
民
為
レ
天
、
民
以
レ
食
為
レ
天
」
と
い
う
民
本
主
義
の
考
え

方
を
表
明
し
た
上
で
、
朝
廷
で
は
食
糧
の
豊
作
を
祈
っ
て
祈
年
祭
・
月
次
祭
の
ほ
か
吉
祥
悔
過
や
仁
王
会
を
修
す
る
が
効
果
が
現
れ
な
い
の
は
、

法
会
に
招
請
す
る
僧
に
戒
律
に
背
く
者
が
多
く
、
ま
し
て
や
各
国
の
法
務
を
担
う
講
師
・
読
師
の
地
位
を
贖
労
に
よ
っ
て
得
た
者
も
あ
る
か
ら
だ

と
す
る
。
続
い
て
、
そ
れ
で
仏
に
願
い
が
届
く
と
思
う
の
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
い
う
た
め
、
三
善
清
行
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
譬
え
を
出
す
（
引

用
は
『
本
朝
文
粋
』
身
延
山
久
遠
寺
蔵
本（

（（
（

を
底
本
と
し
、
原
則
そ
れ
に
附
さ
れ
た
訓
点
に
よ
っ
て
訓
み
下
し
た
。
以
下
同
）。

而
今
、
国
司
依
例
令
致
祈
念
。
望
其
感
応
、
猶
縁
木
求
魚
、
向
竈
採
花
也

（
而
る
を
今
、
国
司
例
に
依
っ
て
祈
念
を
致
さ
し
む
。
其
の
感
応
を
望
む
こ
と
、
木
に
縁
っ
て
魚
を
求
め
、
竈
に
向
っ
て
花
を
採
ら
ん
が
ご

と
し
）
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こ
こ
に
み
え
る
う
ち
「
縁
木
求
魚
」
と
い
う
の
は
、『
孟
子
』
梁
恵
王
章
句
上
に
出
典
を
求
め
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
孟
子
が
斉
の
宣
王
に
、

戦
争
を
起
こ
し
て
中
国
支
配
の
欲
求
を
満
た
そ
う
と
し
て
も
（
眼
前
の
人
民
に
対
す
る
仁
を
施
し
て
い
な
い
か
ら
）
そ
れ
は
木
に
の
ぼ
っ
て
魚
を

獲
る
く
ら
い
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
さ
と
し
て
言
う
う
ち
に
出
る
成
句
で
あ
る
。
そ
の
句
が
こ
こ
で
は
、
効
験
の
無
い
僧
に
た
よ
っ
て
も
仕
方
が

無
い
し
、
民
衆
が
食
糧
を
ゆ
た
か
に
得
て
安
ん
ず
る
た
す
け
に
は
な
ら
ず
、
国
も
危
う
く
な
る
こ
と
を
説
く
譬
え
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

二
例
目
、
第
八
条
「
請
レ
停
下
止
依
二
諸
国
少
吏
并
百
姓
告
言
訴
詔
一
差
中
遣
朝
使
上
事
」
は
、
国
司
を
信
任
し
て
威
厳
を
高
め
、
む
や
み
な
告
訴

に
よ
っ
て
逐
一
朝
使
を
差
し
向
け
る
こ
と
を
止
め
る
よ
う
望
む
意
見
で
あ
る
。
清
行
は
そ
の
こ
と
の
弊
害
を
述
べ
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い

う
。

方
今
、
時
代
澆
季
公
事
難
済
。
故
国
宰
之
治
、
不
能
事
々
拘
牽
正
法
。
故
或
有
枉
尺
而
直
尋
者
。
或
有
失
始
而
全
終
者
。
昔
者
、
龔
遂
為
渤

海
守
、
奏
曰
、
請
勅
丞
相
御
史
且
勿
拘
臣
以
文
法
。
令
得
便
宜
従
事
。

（
方
に
今
、
時
代 

澆
季
に
し
て
公
事 
済
し
難
し
。
故
に
国
宰
の
治
、
事
々
に
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
正
法
に
拘
牽
せ
ら
る
。
故
に
或
い
は

尺
を
枉
げ
て
尋
を
直
う
す
る
者
有
り
。
或
い
は
始
に
失
っ
て
終
を
全
う
す
る
者
有
り
。
昔
者
、
龔
遂 

渤
海
守
と
し
て
奏
し
て
曰
さ
く
、
請

ふ 

丞
相
御
史
に
勅
し
て
且
く
臣
を
拘
ふ
る
に
文
法
を
以
て
す
る
こ
と
勿
れ
。
便
宜
を
得
て
事
に
従
は
し
め
ん
、
と
。）

傍
線
を
附
し
た
「
枉
尺
而
直
尋
者
」
と
は
、
勿
論
こ
れ
も
『
孟
子
』（
滕
文
公
章
句
下
）
が
典
拠
と
い
わ
れ
る
慣
用
表
現
だ
が
、
こ
こ
で
は
時

代
は
「
澆
季
」（
末
世
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
法
制
を
柔
軟
に
運
用
す
る
国
司
が
あ
っ
て
も
已
む
を
得
な
い
こ
と
を
い
う
う
ち
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
の
眼
目
は
後
文
の
龔
遂
が
成
文
法
に
よ
ら
ず
地
に
適
し
た
方
法
で
治
め
る
こ
と
を
願
い
出
た
故
事
（『
漢
書
』
循
吏
伝
を
出
典
と

す
る
）
以
下
に
あ
り
、
民
衆
に
近
い
と
こ
ろ
で
利
（
官
物
）
を
扱
う
受
領
の
忠
義
な
良
吏
と
し
て
の
あ
り
様
を
、
地
方
官
を
経
験
し
た
清
行
は

「
枉
尺
而
直
尋
者
」
を
も
肯
定
し
な
が
ら
、
う
ち
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
慣
用
表
現
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
点
は
、『
孟
子
』
を
出
典
と
す
る
と
い
う
べ
き
句
が
一
般
的
な
俚
諺
の
一
部
と
し
て
す
で
に
成
立
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し
、
そ
れ
が
平
安
初
中
期
以
前
の
日
本
に
於
い
て
も
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

五
、
第
十
二
条
の
文
脈
と
『
孟
子
』

一
方
で
、
三
善
清
行
「
意
見
十
二
箇
条
」
中
、
最
後
の
第
十
二
条
に
は
「
援
手
之
仁
」
と
い
う
表
現
が
、
全
体
の
文
脈
と
の
関
わ
り
の
な
か

で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
は
そ
の
第
十
二
条
の
全
文
を
、
や
や
長
大
で
は
あ
る
が
引
用
す
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
適
宜
改
行
し
て
い
る
。

な
お
、
傍
線
部
中
の
「
援
」
字
は
久
遠
寺
蔵
本
で
は
「
授
」
だ
が
、
他
本
に
し
た
が
っ
て
校
訂
し
た
。

一
重
請
修
復
播
磨
国
魚
住
泊
事

右
臣
伏
見
山
陽
西
海
南
海
三
道
舟
船
海
行
之
程
。
自
檉
生
泊
至
韓
泊
一
日
行
。
自
韓
泊
、
至
魚
住
泊
一
日
行
。
自
魚
住
泊
、
至
大
輪
田
泊
一

日
行
。
自
大
輪
田
泊
、
至
河
尻
一
日
行
。
此
皆
、
行
基
菩
薩
、
計
程
所
建
置
也
。

而
今
、
公
家
唯
、
修
造
輪
田
泊
長
廃
魚
住
泊
。
由
是
公
私
舟
船
、
一
日
一
夜
之
内
、
兼
行
自
韓
泊
、
指
輪
田
泊
。
至
于
冬
月
風
急
、
暗
夜
星

稀
、
不
知
舳
艫
之
前
後
、
無
弁
浜
峯
之
遠
近
。
落
帆
棄
檝
居
愁
漂
没
。
由
是
毎
年
、
舟
之
蕩
覆
者
、
漸
過
百
艘
、
人
之
没
死
者
、
非
唯
千

人
。
昔
者
、
夏
禹
之
仁
、
罪
人
猶
泣
。
况
此
等
百
姓
、
皆
赴
王
役
乎
。
伏
惟
聖
念
、
必
応
降
哀
矜
者
也
。

臣
伏
勘
旧
記
、
此
泊
、
天
平
年
中
所
建
立
也
。
其
後
、
至
于
延
暦
之
末
、
五
十
餘
年
、
人
得
其
便
。
弘
仁
之
代
、
風
浪
侵
齧
石
頽
沙
漂
。
天

長
年
中
右
大
臣
清
原
真
人
奏
議
起
請
遂
以
修
復
。
承
和
之
末
、
復
已
毀
壊
。
至
于
貞
観
初
東
大
寺
僧
賢
和
、
修
菩
薩
行
、
起
利
他
心
。
負
石

荷
鍤
尽
力
底
功
。
単
独
之
誠
、
雖
未
畢
其
業
、
年
紀
之
間
、
莫
不
蒙
其
利
。

賢
和
入
滅
稍
及
卅
年
。
人
民
漂
没
、
不
可
勝
計
。
官
物
損
失
、
亦
累
巨
万
。
伏
望
差
諸
司
判
官
幹
了
有
巧
思
者
令
修
造
件
泊
。
其
料
物
充
給

播
磨
備
前
両
国
正
税
。
冀
也
、
早
降
聖
朝
援
手
之
仁
令
脱
天
民
為
魚
之
歎
。
凡
厥
便
宜
、
具
載
去
延
喜
元
年
所
献
意
見
之
中
不
更
重
陳

（
一 

重
ね
て
播
磨
国
魚
住
泊
を
修
復
せ
ん
と
請
ふ
事

右 

臣
伏
し
て
山
陽
西
海
南
海
三
道
の
舟
船
海
行
の
程
を
見
る
。
檉
生
の
泊
よ
り
韓
の
泊
に
至
る
ま
で
一
日
行
。
韓
の
泊
よ
り
、
魚
住
の
泊
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に
至
る
ま
で
一
日
行
。
魚
住
の
泊
よ
り
、
大
輪
田
の
泊
に
至
る
ま
で
一
日
行
。
大
輪
田
の
泊
よ
り
、
河
尻
に
至
る
ま
で
一
日
行
。
此
れ
皆

な
、
行
基
菩
薩
、
程
を
計
へ
て
建
て
置
き
し
所
な
り
。

而
る
を
今
、
公
家
唯
だ
、
輪
田
の
泊
を
修
造
し
て
長
く
魚
住
の
泊
を
廃
て
た
り
。
是
れ
に
由
っ
て
公
私
の
舟
船
、
一
日
一
夜
の
内
に
、
兼
ね

行
い
て
韓
の
泊
よ
り
、
輪
田
の
泊
を
指
す
。
冬
の
月 

風
急
や
か
に
、
暗
夜 

星
稀
な
る
に
至
っ
て
は
、
舳
艫
の
前
後
を
知
ら
ず
、
浜
峯
の
遠

近
を
弁
ふ
る
無
し
。
帆
を
落
と
し
檝
を
棄
て
て
居
な
が
ら
愁
へ
て
漂
没
す
。
是
れ
に
由
っ
て
年
毎
に
、
舟
の
蕩
覆
す
る
者
、
漸
く
百
艘
に
過

ぎ
、
人
の
没
死
す
る
者
、
唯
だ
千
人
の
み
に
非
ず
。
昔
者
、
夏
の
禹
の
仁
あ
り
し
、
人
を
罪
し
て
猶
ほ
泣
く
。
况
ん
や
此
等
の
百
姓
、
皆
な

王
役
に
赴
く
を
や
。
伏
し
て
惟
ん
み
れ
ば
聖
念
、
必
ず
哀
矜
を
降
す
べ
き
者
な
り
。

臣
伏
し
て
旧
記
を
勘
ふ
る
に
、
此
の
泊
、
天
平
年
中
に
建
立
す
る
所
な
り
。
其
の
後
、
延
暦
の
末
に
至
る
ま
で
、
五
十
餘
年
、
人 

其
の
便

を
得
た
り
。
弘
仁
の
代
に
、
風
浪
侵
し
齧
う
て
石
頽
れ
沙
漂
ふ
。
天
長
年
中
に
右
大
臣
清
原
真
人 

奏
議
し
て
起
こ
し
請
ふ
て
遂
に
以
て
修

復
す
。
承
和
の
末
に
、
復
た
已
に
毀
れ
壊
れ
た
り
。
貞
観
の
初
に
至
っ
て
東
大
寺
の
僧
賢
和
、
菩
薩
の
行
を
修
し
、
利
他
の
心
を
起
こ
す
。

石
を
負
ひ
鍤
を
荷
っ
て
力
を
尽
し
功
を
底
す
。
単
独
の
誠
、
其
の
業
を
畢
へ
ざ
る
と
雖
も
、
年
紀
の
間
、
其
の
利
を
蒙
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
莫

し
。

賢
和
入
滅
し
て
稍
卅
年
に
及
ぶ
。
人
民
の
漂
没
、
勝
げ
て
計
ふ
べ
か
ら
ず
。
官
物
の
損
失
、
亦
た
巨
万
を
累
ぬ
。
伏
し
て
望
ま
く
は
諸
司
の

判
官
の
幹
了
に
し
て
巧
思
有
ら
ん
者
を
差
し
て
件
の
泊
を
修
造
せ
し
め
ん
。
其
の
料
物
は
播
磨
備
前
両
国
の
正
税
を
充
て
給
は
ん
。
冀
は
く

は
、
早
く
聖
朝 

手
を
援
く
る
仁
を
降
し
て
天
民 

魚
と
為
る
歎
き
を
脱
れ
し
め
ん
。
凡
そ
厥
の
便
宜
、
具
さ
に
去
ん
し
延
喜
元
年
に
献
る
所

の
意
見
の
中
に
載
せ
た
る
も
の
は
更
に
重
ね
て
陳
せ
ず
）

こ
の
第
十
二
条
で
三
善
清
行
は
、
播
磨
国
魚
住
泊
（
現
在
の
兵
庫
県
明
石
市
）
を
修
復
す
る
よ
う
に
請
願
し
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
清
行
は
、
檉
生
泊
（
同
た
つ
の
市
）
か
ら
河
尻
泊
（
同
尼
崎
市
）
ま
で
の
、
瀬
戸
内
の
い
わ
ゆ
る
摂
播
五
泊
は
、
か
つ
て
行
基

に
よ
っ
て
一
日
ご
と
に
停
泊
し
な
が
ら
畿
内
へ
向
か
え
る
よ
う
に
計
画
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
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そ
う
で
あ
る
の
に
、
う
ち
一
箇
所
の
魚
住
泊
の
荒
廃
が
放
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
来
二
日
を
見
込
ん
だ
旅
程
を
昼
夜
兼
行
の
倍
速
で
急
ぐ

こ
と
で
、
船
の
漂
流
、
人
の
溺
死
が
相
次
い
で
い
る
現
状
を
訴
え
、
そ
の
の
ち
に
、
禹
が
罪
人
を
見
て
も
自
ら
の
不
徳
の
せ
い
だ
と
哀
泣
し
た
故

事
（『
群
書
治
要
』
に
も
引
か
れ
る
、『
説
苑
』
君
道
を
出
典
と
す
る
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
聖
念
」（
醍
醐
天
皇
の
御
心
）
も
民
衆
へ
の
あ

わ
れ
み
を
持
っ
て
魚
住
泊
修
復
を
裁
可
す
る
よ
う
、
清
行
は
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
半
で
は
さ
ら
に
具
体
的
に
魚
住
泊
の
沿
革
が
語
ら
れ
、
天
平
時
代
の
行
基
、
天
長
九
年
（
八
三
二
）
の
清
原
夏
野（

（（
（

、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）

の
僧
賢
和（

（（
（

と
、
そ
の
草
創
・
修
復
に
関
す
る
事
績
の
記
述
が
な
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
現
在
で
は
魚
住
泊
が
捨
て
置
か
れ
、
そ
れ
が
人
々
の
遭
難
の
み
な
ら
ず
官
物
の
損
失
を
も
ま
ね
く
と
清
行
は
指
摘
し
て
、
充
て
る

べ
き
人
や
財
源
ま
で
を
提
示
し
、「
聖
朝
」（
醍
醐
天
皇
）
に
対
し
、
天
下
の
道
あ
る
民
に
は
早
く
「
援
手
之
仁
」
を
あ
た
え
て
ほ
し
い
と
、
そ
の

決
断
を
促
す
一
文
を
末
尾
に
載
せ
て
、
こ
の
意
見
を
締
め
括
る
。

以
上
が
第
十
二
条
の
概
略
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
援
手
之
仁
」
と
は
何
か
。
こ
の
文
句
は
、『
孟
子
』
離
婁
章
句
上
に
み
え
る
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
話
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

淳
于
髡
曰
、
男
女
授
受
不
親
、
礼
與
。
孟
子
曰
、
礼
也
。
曰
、
嫂
溺
則
援
之
以
手
乎
。
曰
、
嫂
溺
不
援
、
是
豺
狼
也
。
男
女
授
受
不
親
、
礼

也
。
嫂
溺
、
援
之
以
手
者
、
権
也
。
曰
、
今
天
下
溺
矣
、
夫
子
之
不
援
、
何
也
。
曰
、
天
下
溺
、
援
之
以
道
。
嫂
溺
、
援
之
以
手
。
子
欲
手

援
天
下
乎
。

（
淳
于
髡
曰
く
、
男
女
授
受
す
る
に
親
ら
せ
ざ
る
は
、
礼
か
、
と
。
孟
子
曰
く
、
礼
な
り
、
と
。
曰
く
、
嫂
溺
る
れ
ば
則
ち
之
れ
を
援
く
る

に
手
を
以
て
す
る
か
、
と
。
曰
く
、
嫂
溺
る
る
に
援
け
ざ
る
は
、
是
れ
豺
狼
な
り
。
男
女
授
受
す
る
に
親
ら
せ
ざ
る
は
、
礼
な
り
。
嫂
溺

れ
、
之
れ
を
援
く
る
に
手
を
以
て
す
る
は
、
権
な
り
、
と
。
曰
く
、
今
天
下
溺
る
る
に
、
夫
子
の
援
け
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
、
と
。
曰
く
、
天

下
溺
る
れ
ば
、
之
れ
を
援
く
る
に
道
を
以
て
す
。
嫂
溺
る
れ
ば
、
之
れ
を
援
く
る
に
手
を
以
て
す
。
子 

手
に
て
天
下
を
援
け
ん
と
欲
す
る

か
、
と
。）
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こ
こ
に
掲
げ
た
問
答
の
、
前
半
部
の
通
釈
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
斉
の
淳
于
髡
が
、
孟
子
に
「
男
女
が
物
を
受
け
渡
す
際
に
直
接

手
を
取
ら
な
い
の
は
、
礼
で
あ
る
か
」
と
問
う
と
、
孟
子
は
「
礼
だ
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
淳
于
髡
は
「
で
は
兄
嫁
が
溺
れ
て
い
た
ら
（
礼
に
反

し
て
も
）
た
す
け
よ
う
と
手
を
取
る
か
」
と
た
ず
ね
る
。
す
る
と
孟
子
の
返
答
は
「
兄
嫁
が
溺
れ
て
い
て
た
す
け
な
い
の
は
、
残
忍
な
し
わ
ざ
で

あ
る
。
男
女
が
直
接
手
を
取
ら
な
い
の
は
、
礼
で
あ
る
が
、
兄
嫁
が
溺
れ
、
た
す
け
よ
う
と
手
を
取
る
の
は
、
権
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た（
（（
（

。こ
の
よ
う
な
一
連
の
問
答
の
う
ち
に
あ
る
仮
定
は
、「
意
見
十
二
箇
条
」
の
第
十
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
当
時
の
状
況
と
酷
似
す
る
。「
権
」
と

は
、
趙
岐
の
注
に
よ
れ
ば
「
反
レ
経
而
善
」
な
る
こ
と
で
あ
り
、
孟
子
は
、
溺
れ
て
い
る
人
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
手
を
取
る
こ
と
が
礼
に
適
わ
な

い
兄
嫁
が
相
手
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
手
を
取
り
援
け
る
と
い
う
慈
し
み
、
す
な
わ
ち
「
援
手
之
仁
」
を
も
つ
こ
と
は
容
認
し
て
い
る
も
の
と
判

断
で
き
る
。

加
え
て
、
こ
の
表
現
が
、
意
見
封
事
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
意
見
封
事
は

自
ら
の
政
治
的
意
見
の
実
現
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
の
前
に
と
ど
く
ま
で
厳
封
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
第
一
に
想
定

さ
れ
る
読
者
は
親
政
を
行
う
天
皇
で
あ
り
、
ま
た
専
門
の
文
人
で
な
い
廷
臣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
れ
ら
に
そ
の
内
容
が
明
確
に
諒
解
さ
れ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
政
策
の
実
施
を
請
う
の
に
は
、
ど
ん
な
修
辞
を
駆
使
し
て
も
意
味
を
成
さ
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
意
見
封

事
の
最
後
の
一
文
の
う
ち
に
「
援
手
之
仁
」
と
あ
っ
た
と
き
、
醍
醐
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
上
層
貴
族
た
ち
も
、
す
ぐ
に
『
孟
子
』
に
あ
る
場
面

を
想
起
し
得
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
三
善
清
行
は
、
こ
の
孟
子
の
言
を
、
人
民
の
救
済
を
期
し
て
停
泊
地
の
改
修
を
求
め
る
自
分
の
意
見
に
、
さ
ら
な
る
説

得
力
や
正
当
性
を
与
え
る
た
め
に
援
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
に
対
し
て
の
広
い
共
通
理
解
が
伴
え
ば
、「
聖
念
」「
聖
朝
」

な
ど
と
も
言
い
表
し
た
醍
醐
天
皇
の
治
世
を
礼
の
観
点
か
ら
は
完
全
に
は
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
政
策
の
転
換
を
「
仁
」
と
称
し
て
勧
め
る
こ
と

も
ま
た
出
来
て
い
る
、『
孟
子
』
本
文
の
適
切
な
用
例
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
漢
籍
の
受
容
の
実
態
と
し
て
も
文
飾
以
上
の
内
容
面
に
及
ぶ
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も
の
で
あ
り
、
醍
醐
朝
に
は
か
な
り
深
い
『
孟
子
』
受
容
の
あ
り
方
が
存
在
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、『
孟
子
』
離
婁
章
句
の
こ
の
箇
所
は
、
歴
代
天
皇
が
よ
く
学
習
し
た
『
群
書
治
要
』（
巻
三
十
七
）
に
収
載
さ
れ
る
う
ち
に
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
見
在
書
目
録
』
に
著
録
が
あ
る
類
書
の
『
藝
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
に
も
見
え
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
『
孟

子
』
そ
れ
自
体
を
読
解
・
受
容
し
た
結
果
だ
と
考
え
得
る
。
こ
の
よ
う
に
宋
学
流
入
以
前
に
も
『
孟
子
』
の
本
文
が
流
布
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
と

み
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
で
『
孟
子
』
に
関
連
づ
け
て
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
は
、
多
く
の
場
合
、
や
は
り
性
善
説
や
易
姓
革
命
よ
り
も
、
一
般
民
衆
の

日
常
を
最
重
要
視
す
る
民
本
主
義
の
思
想
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
つ
て
任
地
へ
往
還
し
た
途
上
の
地
と
は
い
え
魚
住
泊
修
造

と
い
う
地
方
の
一
事
に
腐
心
し
、
一
度
な
ら
ず
そ
れ
に
つ
い
て
献
策
し
た
三
善
清
行
が
孟
子
的
と
評
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
『
孟
子
』
受
容
の
位

相
に
即
し
て
も
故
無
し
と
し
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

経
書
と
し
て
の
受
容
が
な
さ
れ
る
以
前
に
も
、
孟
子
の
思
想
が
実
際
の
政
治
に
供
さ
れ
た
様
相
が
、
こ
う
し
た
事
例
か
ら
は
看
取
さ
れ
る
。

六
、
唐
代
の
孟
子
顕
彰
と
、
平
安
前
期
日
本
に
於
け
る
『
孟
子
』
受
容

中
国
に
も
、
宋
代
よ
り
前
に
孟
子
を
尊
ぶ
人
物
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
安
史
の
乱
以
降
の
中
唐
に
於
い
て
古
文
復
興
に
つ
と
め
、
道

統
論
を
展
開
し
て
宋
以
降
の
孟
子
顕
彰
の
先
蹤
を
成
し
た
韓
愈
（
七
六
八
│

八
二
四
）
が
そ
の
人
で
あ
る
。

韓
愈
の
詩
筆
は
『
見
在
書
目
録
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
平
安
朝
に
於
け
る
そ
の
摂
取
を
確
実
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
し
が
た
い
が
、
九
世
紀

の
詩
文
に
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
論
考
も
出
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

そ
の
な
か
で
、
こ
の
三
善
清
行
「
意
見
十
二
箇
条
」
は
、
そ
の
序
文
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
謙
辞
に
よ
っ
て
終
え
る
。

不
任
挊
躍
、
敢
陳
狂
愚
。
猶
如
管
中
見
豹
纔
知
一
班
、
井
底
望
天
、
不
過
数
尺
。
謹
録
如
左
、
伏
待
天
裁

（
挊
躍
に
任
へ
ず
、
敢
へ
て
狂
愚
を
陳
す
。
猶
ほ
管
中
に
豹
を
見
て
纔
か
に
一
班
を
知
り
、
井
の
底
に
天
を
望
ん
で
、
数
尺
に
過
ぎ
ざ
る
が

如
し
。
謹
ん
で
録
す
る
こ
と
左
の
如
し
、
伏
し
て
天
裁
を
待
つ
）
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こ
の
う
ち
「
井
底
望
天
、
不
過
数
尺
」
と
の
表
現
は
、
韓
愈
「
原
道
」（『
韓
昌
黎
文
集
』
巻
一
）
に
み
え
る
「
坐
レ
井
而
観
レ
天
、
曰
二
天
小
一

者
、
非
二
天
小
一
也
」
に
通
じ
、
と
く
に
「
天
」
を
問
題
と
す
る
点
は
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
発
想
で
あ
る
。

「
原
道
」
は
、「
塞
が
ざ
れ
ば
流
れ
ず
、
止
め
ざ
れ
ば
行
か
ず
。
其
の
人
を
人
に
し
、
其
の
書
を
火
き
、
其
の
居
を
廬
に
し
、
先
王
の
道
を
明
ら

か
に
し
て
以
て
道
き
、
鰥
寡
・
孤
独
・
廃
疾
の
者 

養
ふ
こ
と
有
ら
ば
、
其
れ
亦
た
其
の
可
な
る
に
庶
か
ら
ん
」（
原
漢
文
、
以
下
同
）
と
言
っ
て

結
ば
れ
る
よ
う
に
、
下
層
の
民
衆
の
日
常
を
重
視
し
た
文
章
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
は
三
善
清
行
の
経
世
的
な
そ
れ
と
似
通
う
。
ま
た
文
体
の
性

質
か
ら
い
っ
て
も
、
古
文
で
書
か
れ
た
散
文
は
、
主
張
を
表
現
し
議
論
を
展
開
す
る
の
に
適
し
、
意
見
封
事
の
範
と
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

そ
し
て
「
原
道
」
は
韓
愈
が
、「
堯
は
是
れ
を
以
て
舜
に
伝
へ
、
舜
は
是
れ
を
以
て
禹
に
伝
へ
、
禹
は
是
れ
を
以
て
湯
に
伝
へ
、
湯
は
是
れ
を

以
て
文
武
周
公
に
伝
へ
、
文
武
周
公
は
孔
子
に
伝
へ
、
孔
子
は
孟
軻
に
伝
ふ
。
軻
死
し
て
、
其
の
伝
ふ
る
を
得
ず
。
荀
と
揚
と
は
、
択
び
て
精
し

か
ら
ず
、
語
り
て
詳
ら
か
な
ら
ず
」
と
し
て
、
孟
子
こ
そ
を
儒
教
の
正
統
な
継
承
者
と
し
て
表
彰
し
た
論
文
で
も
あ
る
。
孟
子
・
韓
愈
・
清
行
の

三
者
に
は
、
や
は
り
民
本
の
考
え
方
が
通
底
す
る
。

韓
愈
の
詩
文
と
思
想
と
は
中
唐
に
於
い
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
三
善
清
行
ら
平
安
初
中
期
当
時
の
日
本
人
の
目
に
、
そ
の

作
が
触
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
の
『
孟
子
』
や
そ
の
思
想
へ
の
関
心
を
生
ん
だ
存
在
と
し
て
、
韓
愈
に

よ
る
運
動
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
少
し
、
こ
の
後
の
平
安
期
日
本
に
於
け
る
『
孟
子
』
受
容
の
実
例
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
平
安
中
期
に
『
孟
子
』
を
受
容
し
た
痕

跡
と
し
て
は
、
天
慶
十
年
（
九
四
七
）、
大
江
朝
綱
に
よ
る
年
号
勘
文
（『
元
秘
別
録
』
所
収
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
万
章
章
句
上
の
文
を

典
拠
と
し
て
勘
申
さ
れ
た
「
天
受
」
は
不
採
用
と
な
っ
た
が
、
年
号
の
出
典
と
し
て
提
案
さ
れ
る
程
度
に
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
『
孟
子
』
は
知
ら
れ

尊
重
さ
れ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
『
孟
子
』
受
容
の
高
ま
り
が
見
え
る
時
期
が
平
安
初
中
期
に
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
一
方
で
、
井
上
氏
の
研
究（

（（
（

に
よ
っ
て
も
、

こ
れ
を
最
後
に
、
平
安
中
後
期
の
約
二
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
年
代
の
間
に
著
さ
れ
た
文
献
の
中
に
、『
孟
子
』
が
特
に
重
視
さ
れ
た
形
跡
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は
殆
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
孟
子
の
位
置
づ
け
は
、
中
国
に
於
い
て
も
韓
愈
以
降
宋
代
ま
で
、
時
差
は
あ
り
な
が
ら

も
同
様
で
は
な
か
っ
た
か
。

七
、
宋
代
の
孟
子
顕
彰
と
、
平
安
末
期
日
本
に
於
け
る
『
孟
子
』
受
容

世
上
が
安
定
し
先
例
を
重
ん
じ
た
平
安
中
期
の
日
本
で
は
、
議
論
の
乏
し
さ
も
相
俟
っ
て
、
論
理
的
な
要
素
を
は
ら
む
よ
う
な
漢
文
体
の
文

章
は
、
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
か
ら
、
し
だ
い
に
宋
学
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、『
孟
子
』
が
存
在
感
を
あ
ら
わ
す
の
は
院
政
期
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。『
長
秋
記
』

天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
正
月
二
十
九
日
条
の
改
元
定
の
記
事
か
ら
は
、
ふ
た
た
び
『
孟
子
』
万
章
章
句
上
の
同
文
を
用
い
て
「
天
受
」
の
年
号

が
藤
原
行
盛
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

そ
し
て
前
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
経
学
に
傾
倒
し
宋
版
本
を
愛
好
し
た
、
の
ち
の
左
大
臣
藤
原
頼
長
は
、
そ
の
日
記
『
台
記
』
の
康
治

二
年
（
一
一
四
三
）
九
月
三
十
日
条
に
、
自
身
の
そ
れ
ま
で
の
所
見
目
録
を
載
せ
て
い
る
。
経
・
史
・
雑
の
三
家
に
分
類
さ
れ
た
う
ち
、
雑
家
に

は
「
孟
子
十
四
巻
〈
首
付
〉」
と
並
ん
で
「
同
音
義
二
巻
〈
首
付
〉」
の
著
録
が
含
ま
れ
、
両
書
を
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
に
閲
読
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
頼
長
の
書
目
分
類
は
い
ま
だ
前
時
代
風
で
『
孟
子
』
は
経
書
に
は
部
類
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
北
宋
で
『
孟
子
』
を
経
書

と
同
視
す
る
第
一
歩
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
新
来
の
『
孟
子
音
義
』
を
合
わ
せ
読
む
点
は
、
早
く
も
宋
学
の
風
を
受
け
つ
つ
あ
る
も
の
と
見
て
取
れ

る
。す

な
わ
ち
こ
の
こ
ろ
、『
孟
子
』
に
つ
い
て
は
、
刊
行
年
代
と
し
て
新
注
に
先
行
す
る
『
孟
子
音
義
』
が
す
で
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
徐
々
に

経
書
と
同
様
の
学
び
方
が
志
向
さ
れ
始
め
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。『
孟
子
』
の
読
習
に
、『
経
典
釈
文
』
に
代
替
す
る
音
義
書

『
孟
子
音
義
』
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
学
習
方
法
の
あ
り
方
は
、
中
国
宋
に
於
け
る
そ
の
経
書
へ
の
昇
格
運
動
と
強
く
連
動
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
あ
り
方
が
中
世
以
降
の
日
本
に
見
ら
れ
る
尊
孟
の
思
想
な
ど
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
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八
、
む
す
び

本
稿
で
は
三
善
清
行
の
「
意
見
十
二
箇
条
」、
と
く
に
そ
の
最
終
第
十
二
条
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
も
に
平
安
初
中
期
に
於
け
る
『
孟

子
』
の
受
容
の
あ
り
様
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

三
善
清
行
は
、『
孟
子
』
を
文
飾
の
典
拠
と
し
て
活
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
を
も
よ
く
踏
ま
え
て
、
文
中
に
「
援
手
之
仁
」
と
い
う

表
現
を
用
い
た
。
清
行
の
提
出
し
た
意
見
は
、
多
く
が
一
般
民
衆
の
日
常
生
活
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
孟
子
の
持
っ
た
民
本
と
い

う
根
本
精
神
に
通
ず
る
も
の
で
も
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
援
手
之
仁
」
の
表
現
が
意
見
封
事
の
締
め
括
り
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、『
孟
子
』
本
文
の
内
容
的
摂
取
が
、
清
行

ひ
と
り
の
思
想
の
親
和
性
の
高
さ
に
基
づ
く
嗜
好
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
当
時
の
醍
醐
天
皇
周
辺
に
共
通
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
意
見
封
事
に
込
め
た
文
意
が
容
易
に
為
政
者
側
に
通
じ
な
け
れ
ば
、
折
角
の
政
治
的
意
見
の
表

明
も
理
解
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

従
来
、
日
本
で
の
『
孟
子
』
の
思
想
面
に
及
ぶ
受
容
は
、
宋
学
の
影
響
の
下
で
中
世
以
降
に
な
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
十

一
世
紀
を
中
心
と
す
る
摂
関
時
代
に
『
孟
子
』
受
容
の
痕
跡
が
認
め
難
く
、
連
続
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
中
国
に
於
い
て
も
、
宋
代
よ
り
前
に
一
時
的
に
で
は
あ
っ
て
も
、
中
唐
の
韓
愈
に
よ
っ
て
、
孟
子
の
称
揚
さ
れ
る
時
期
は
あ
っ
た
と

い
え
る
。
当
時
は
経
書
の
扱
い
で
な
く
て
も
、
中
国
で
の
関
心
の
高
ま
り
が
、
平
安
前
期
日
本
の
精
励
な
人
々
の
間
に
も
広
が
り
、
か
れ
ら
が

『
孟
子
』
本
文
を
読
解
す
る
に
至
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宋
学
の
影
響
を
院
政
期
の
好
学
の
貴
族
た
ち
が
敏
感
に
受
け
始
め
た
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
の
日
本
で
、
そ
の
時
々
に
於
け
る
漢
籍
の
位
置

づ
け
と
そ
の
学
習
の
あ
り
方
は
、
い
つ
も
緊
密
に
中
国
で
の
思
潮
に
合
わ
せ
て
成
立
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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註（
（
） 
初
唐
の
陸
徳
明
撰
の
経
書
解
説
書
。
周
易
・
尚
書
・
毛
詩
・
周
礼
・
儀
礼
・
礼
記
・
左
氏
伝
・
公
羊
伝
・
穀
梁
伝
・
孝
経
・
論
語
・
老
子
・
荘
子
・
爾

雅
の
各
書
に
つ
い
て
、
音
義
や
文
字
異
同
な
ど
を
記
す
。

（
（
） 

学
令
5
経
周
易
尚
書
条
に
、「
凡
経
、
周
易
、
尚
書
、
周
礼
、
儀
礼
、
礼
記
、
毛
詩
、
春
秋
左
氏
伝
、
各
為
一
経
。
孝
経
、
論
語
、
学
者
兼
習
之
」
と

規
定
す
る
。

（
（
） 

藤
原
頼
長
は
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
九
月
三
十
日
条
に
自
身
の
そ
れ
ま
で
の
所
見
目
録
を
載
せ
て
い
る
。
経
・
史
・
雑
の
三
家
に
分
類
さ
れ
、
う

ち
経
家
に
分
け
ら
れ
る
の
は
、
尚
書
・
毛
詩
・
周
礼
・
儀
礼
・
礼
記
・
左
伝
・
公
羊
伝
・
穀
梁
伝
・
孝
経
・
論
語
・
老
子
・
荘
子
・
経
典
釈
文
の
各
書

（
易
が
な
い
の
は
頼
長
が
未
見
の
た
め
）。

（
（
） 

大
阪
府
河
内
長
野
市
の
金
剛
寺
蔵
。
周
易
・
尚
書
・
毛
詩
・
周
礼
・
儀
礼
・
礼
記
・
左
伝
・
公
羊
伝
・
穀
梁
伝
・
論
語
・
孝
経
・
老
子
・
荘
子
を
「
全

経
」（
十
三
経
）
と
位
置
づ
け
、
案
内
し
た
も
の
。
後
藤
昭
雄
「『
全
経
大
意
』」『
本
朝
漢
詩
文
資
料
論
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
を
参
照
。

（
（
） 

後
藤
昭
雄
「『
全
経
大
意
』
と
藤
原
頼
長
の
学
問
」
註
4
前
掲
書
所
収
（
初
出
は
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
な
ど
参
照
。

（
（
） 

近
藤
正
則
『
程
伊
川
の
『
孟
子
』
の
受
容
と
衍
義
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
。
同
氏
「『
孟
子
』
の
経
書
的
定
立
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
」
大
東
文
化

大
学
『
東
洋
研
究
』
138
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
。

（
（
） 

佐
佐
木
信
綱
『
百
代
草
』
一
九
二
五
年
（
第
十
三
）。『
竹
柏
園
蔵
書
志
』
巖
松
堂
書
店
、
一
九
三
九
年
（
五
七
漢
書
、
557
頁
）、
に
解
説
再
録
。
古
筆

切
は
天
理
図
書
館
現
蔵
。

（
（
） 

太
田
晶
二
郎
「「
群
書
治
要
」
の
残
簡
」『
日
本
学
士
院
紀
要
』
9
巻
1
号
、
一
九
五
一
年
、
の
ち
『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
1
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

一
年
。

（
（
） 

阿
部
隆
一
「
室
町
以
前
邦
人
撰
述
論
語
孟
子
註
釈
書
考
（
下
）」『
斯
道
文
庫
論
集
』
3
、
一
九
六
四
年
三
月
。
小
川
剛
生
「
孟
子
の
受
容
」『
二
条
良

基
研
究
』
第
四
篇
第
三
章
第
二
節
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
（
初
出
は
二
〇
〇
二
年
二
月
）、
な
ど
。

（
（0
） 

内
野
熊
一
郎
「
日
本
古
代
（
上
古
よ
り
平
安
初
期
）
経
書
学
の
研
究
」『
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
』
2
、
一
九
五
五
年
六
月
。

（
（（
） 

井
上
順
理
『
本
邦
中
世
ま
で
に
お
け
る
孟
子
受
容
史
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
七
二
年
。

（
（（
） 

後
藤
昭
雄
「
文
体
解
説
」『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。

（
（（
） 

「
意
見
十
二
箇
条
」
序
文
。
原
漢
文
。
歴
代
の
薄
情
な
政
治
を
改
め
て
全
て
の
人
民
を
苦
悩
か
ら
す
く
う
、
の
意
。
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（
（（
） 

大
曾
根
章
介
「
三
善
清
行
の
意
見
封
事
」『
歴
史
教
育
』
14
巻
6
号
、
一
九
六
六
年
六
月
、
の
ち
『
王
朝
漢
文
学
論
攷
―
『
本
朝
文
粋
』
の
研
究
―
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。

（
（（
） 
註
11
前
掲
書
（
177
頁
）。

（
（（
） 

『
重
要
文
化
財
本
朝
文
粋
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
〇
年
影
印
。

（
（（
） 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
に
天
長
九
年
五
月
十
一
日
付
の
太
政
官
符
が
み
え
る
。

（
（（
） 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
に
貞
観
九
年
三
月
二
十
七
日
付
の
太
政
官
符
が
み
え
る
。
賢
和
は
実
は
元
興
寺
僧
。

（
（（
） 

『
礼
記
』
曲
礼
上
の
「
男
女
…
不
二
親
授
一
、
嫂
叔
不
レ
通
レ
問
」、
ま
た
坊
記
の
「
男
女
授
受
不
レ
親
」
を
念
頭
に
置
い
た
や
り
取
り
。

（
（0
） 

大
塚
英
子
「
嵯
峨
詩
壇
の
中
唐
詩
摂
取
に
関
す
る
試
論
―
「
落
花
篇
」
と
韓
愈
―
」『
和
漢
比
較
文
学
叢
書
3 

中
古
文
学
と
漢
文
学
I
』汲
古
書
院
、
一
九

八
六
年
、
な
ど
。

（
（（
） 

註
11
前
掲
書
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
日
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
於
い
て
開
催
さ
れ
た
慶
應
義
塾
中
国
文
学
会
第
一
回
大

会
に
て
行
っ
た
同
題
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
種
々
御
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


